
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
優
れ
た
医
薬
品
・
医
療
機
器
等
を
よ
り
安
全
か
つ
迅
速
に
医
療
現
場
に
届
け
る
た
め
、
医
薬
品

医
療
機
器
総
合
機
構
の
体
制
に
つ
い
て
更
な
る
強
化
を
図
る
こ
と
。 

二
、
ア
ジ
ア
諸
国
等
に
お
け
る
革
新
的
医
薬
品
・
医
療
機
器
等
の
ア
ク
セ
ス
向
上
に
向
け
て
、
規
制
調
和
に
向
け
た
環
境
整
備

や
規
制
当
局
間
の
連
携
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
等
に
お
け
る
体
制
を
整

備
す
る
こ
と
。 

三
、
条
件
付
き
早
期
承
認
制
度
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
等
の
適
応
疾
患
に
つ
い
て
、
生
命
に
重
大
な
影
響
が
あ
る
疾
患
（
致
死

的
疾
患

）、

病
気
の
進
行
が
不
可
逆
的
で
日
常
生
活
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
疾
患
、
希
少
疾
病
と
い
っ
た
、
重
篤
な
も
の

や
申
請
時
に
有
効
な
治
療
法
が
確
立
し
て
い
な
い
も
の
を
中
心
と
す
る
こ
と
。 



四
、
条
件
付
き
早
期
承
認
制
度
に
よ
り
製
造
販
売
の
承
認
を
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
有
効
性
・
安
全
性
を
再
確
認
す
る
た
め

に
厳
格
な
製
造
販
売
後
調
査
等
を
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
・
医
療
機
器
の
使
用
に
際
し
て
は
、
製

造
販
売
後
に
再
確
認
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
患
者
に
対
し
て
適
切
な
情
報
提
供
が
な
さ
れ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
等
の
評
価
に
係
る
調
査
等
結
果
の
提
出
時
期
に
つ
い
て
は
、
実
施
に
必
要
な

最
低
限
の
症
例
数
を
基
に
定
め
る
こ
と
。 

五
、
添
付
文
書
の
電
子
化
に
当
た
っ
て
は
、
添
付
文
書
の
情
報
が
改
訂
さ
れ
た
際
に
、
そ
れ
が
直
ち
に
確
実
に
伝
達
さ
れ
る
た

め
の
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
災
害
等
に
よ
り
、
停
電
や
サ
ー
バ
ー
に
不
具
合
が
発
生
し
た
よ
う
な
場
合
の
添
付
文

書
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

六
、
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
医
薬
分
業
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
、
患
者
の
多
く
が
医
薬
分
業
の
メ
リ
ッ
ト
を
実
感
で
き
る
よ

う
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

七
、
製
薬
企
業
等
か
ら
の
医
薬
品
等
の
臨
床
研
究
に
関
す
る
資
金
提
供
の
情
報
等
の
公
表
に
つ
い
て
、
臨
床
研
究
法
の
趣
旨
に

の
っ
と
り
、
更
な
る
透
明
性
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
製
薬
企
業
等
に
対
し
て
趣
旨
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

八
、
医
薬
品
等
行
政
評
価
・
監
視
委
員
会
を
厚
生
労
働
省
に
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
委
員
会
の
独
立
性
に
疑
念
を
招
か
な



い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
。
ま
た
、
委
員
の
利
益
相
反
が
な
い
よ
う
厳
格
に
運
用
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
委
員
に

は
、
薬
害
被
害
者
を
含
め
る
こ
と
。 

九
、
新
た
な
虚
偽
・
誇
大
広
告
に
対
す
る
課
徴
金
制
度
に
つ
い
て
そ
の
抑
止
効
果
の
評
価
を
行
う
こ
と
。 

十
、
「
薬
機
法
等
制
度
改
正
に
関
す
る
と
り
ま
と
め
」
で
提
言
さ
れ
た
、
責
任
役
員
に
よ
る
許
可
等
業
者
の
法
令
遵
守
を
担
保

す
る
た
め
、
必
要
な
場
合
に
、
当
該
責
任
役
員
の
変
更
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
本
法
の
施

行
状
況
を
踏
ま
え
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。 

十
一
、
「
第
五
次
薬
物
乱
用
防
止
五
か
年
戦
略
」
に
基
づ
く
薬
物
乱
用
対
策
を
着
実
に
行
う
と
と
も
に
、
新
た
に
付
与
さ
れ
る

模
造
医
薬
品
の
流
通
事
案
等
へ
の
対
応
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
麻
薬
取
締
部
に
お
け
る
必
要
な
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


